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本市の主な取組状況について ３ 

（市民参加推進条例 第２条） 
市民参加～行政活動に関し市民が自己の意思を反映させることを目的とし 
        て意見を述べ，又は提案することをいう。 
  

市民参加 

「市民と市との協働を基本に据えた市民参加の考え方を確認するとともに， 
将来に向かって更に市民参加を充実させ，一層推進するため， 
この条例を制定します。」（市民参加推進条例 前文）  


